
都道府県医師会担当理事殿

「医療機関における被虐待児童の実態に関する調査」に対する協力について

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

今般、標記調査が実施されることとなり、厚生労働省より本会に対して周知協力方依

頼がありました。

本調査は、厚生労働省「平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業」の採択団

体(PWC コンサルティング合同会社)が実施するものであり、医療機関における被虐待

児の診療体制や児童相談所との連携の実態を把握するものです。

調査対象は日本小児科学会の教育研修施設、五類型病院(臓器提供施設になりうる条

件を満たす地域の中核病院)、各都道府県の保健医療計画で小児の救急輪番に参加して

いる病院のいずれかに該当する医療機関(963施設)としております。

つきましては、貴会におかれましても本調査の趣旨をご理解いただき、貴会管下郡市

区医師会に対する周知方、また、調査対象となりました医療機関への協力方ご高配のほ

どよろしくお願い申し上げます。

(健Ⅱ 199)

平成3 1年1月11日

日本医師会常任理事

平川俊夫



公益社団法人

日本医師会

厚生労働省子ども家庭局

家庭福祉課虐待防止対策推進室

「医療機関における被虐待児童の実態に関する調査」へのご協力について(依頼)

時下、ますますご清祥のことお慶び申し上げます。平素は子ども家庭福祉行政の推進にご協力いただ

き、感謝申し上げます。

さて、平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業における採択団体が、標記調査を実施するこ

ととなりました。本調査は、医療機関における被虐待児の診療体制や児童相談所との協力体制を整理し、

連携の障壁となっている要因等を明らかにすることで、医療機関ならびに児童相談所の双方のより良い

対応を目指すものです。貴会におかれましては、本調査の趣旨をご理解のうえご協力のほどよろしくぉ願

い致します。

御中

1 事業概要

平成31年1月10日

①採択事業名

②調査対象

③調査受託機関

医療機関における被虐待児童の実態に関する調査

日本小児科学会の教育研修施設、五類型病院(臓器提供施設になりうる

条件を満たす地域の中核病院)、各都道府県の保健医療計画で小児の救

急輪番に参加している病院のいずれかに該当する963施設

④事業に関する問合先

記

PWCコンサルティング合同会社 tt s://WWW. C. com/'/'a. html

〒100-6921 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビノレディング21階

PWCコンサルティング合同会社公共事業部

とうかいりん

担当東海林崇、古屋智子、大瀬千紗

【照会先】

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室

(柴田)

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1

電話 03-5253 11

直通 03-3595 21

FAX 03-3595 26

2 -2

1 1 (内線48 64)
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各医療機関小児科部長殿

時下、ますますご清祥のことお慶び申し上げます。平素は子ども家庭福祉行政の推進にご協力いただ

き、感謝申し上げます。

さて、平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業における採択団体が、標記調査を実施するこ

ととなりました。本調査は、医療機関における被虐待児の診療体制や児童相談所との協力体制を整理し、

連携の障壁となっている要因等を明らかにすることで、医療機関ならびに児童相談所の双方のより良い

対応を目指すものです。業務ご多忙とは存じますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。

「医療機関における被虐待児童の実態に関する調査」

調査へのご協力について(お停凱→

1 事業概要

①採択事業名

②団体名

平成31年1月巧日

③

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

児童福祉専門官佐藤剛

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室

児童相談所指導係長柴田哲男

〒100-6921 東京都千代田区丸の内 2-6-1 丸の内パークビノレディング21階

事業に関する問合先 PWCコンサルティング合同会社公共事業部

医療機関における被虐待児童の実態に関する調査

PWCコンサルティング合同会社

記

担当東海林
とうかいりん

htt s:/<V鞆V

と!三
フコ丈、

【照会先】

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室

(柴田)

古屋智子、大瀬千紗

Com/'/'a. htmlWC

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話 0 3 -5 25 3 -1 111 (内線48 64)

直通 03-3595-2166

FAX 03-3595-2663



平成31年1月巧日
全国の小児科部長御中

新春の候、貴下ますますご清祥のことお慶び申し上げます。

さて、このたびPWCコンサルティングでは、厚生労働省「平成30年度子ども・子育て推進支援調査研究事業」
に採択されました掲題の調査研究を実施することといたしました。本調査は、入院時から退院後まで、一貫して

「子どもの最善の利益」に資する支援ができるような、医療機関と児童相談所のより良い連携体制の構築のため

に活用される基礎資料を提供することを目的とし、医療機関における現行の虐待対応体制や対応実態、医療機関

のお考えなどを伺うものです。また、本研究調査の事業検討委員会の座長である前橋赤十字病院の小児科副部長

溝口史剛医師が、調査内容の監修を行っております。ご多忙のところ大変恐縮ではビざいますが、アンケート並

びにヒアリングへのビ協力を賜れますよう、何卒よろしくぉ願いいたします。

「医療機関における被虐待児童の実態に関する調査」
アンケート調査・ヒアリング調査へのご協力のお願い

アンケート調査の概要

① 対象:全国の医療機関 963施設(先行研究に則り、同様の調査対象としています)
② 調査方法:郵送調査法

③ 調査期間:平成30年1月巧日~2月5日
主な質問事項:貴院の虐待対応組織の概要、被虐待児およびそのおそれがある子どもの入院実態、社会④

的入院実態、虐待対応における他機関との連携等について

⑤回答をお願いしたい方:子どもの虐待対応に携わっている医師または医療ソーシャルワーカー
⑥倫理的配慮について

本調査で得られたデータによって、個人や機関名が特定されることはありません。また、本調査は平成

30年度前橋赤十字病院倫理審査委員会において審査を受け、承認されております(承認番号:X惑X)。

事業検討委員会座長溝口史剛(前橋赤十字病院)

採択団体 PWCコンサルティング合同会社

2 ヒアリング調査の概要

①対象:アンケートに回答した医療機関のうち、特徴的な回答をしている医療機関
※後日、 PWCから個別に相談申し上げます

②調査方法:面接調査法

③ヒアリング時間:約60~90分

④調査期間:平成31年1月中下旬~2月上旬
⑤主な質問事項:医療機関における被虐待児の対応体制、医療機関が対応する被虐待児の特徴、医療と福
祉の連携の仕組み、良い連携を行っている方の行動特性

記

3 返送先

匝区到およ
ください。

医師の皆様並びに医療ソーシャルワーカーの皆様方に置かれましては、通常業務でご多忙を極めるところ更な

るお手数をおかけしますこと、大変恐縮でございますが、以上の事情を踏まえ、主旨にご理解いただき、お力添
えいただけますようよろしくぉ願い申し上げます。

個票(回答用紙)を返送用封筒に同封の上、本調査事業の実施主体であるPWCまでご返送

【問合先】PWCコンサルティング合同会社公共事業部

「医療機関における被虐待児童の実態に関する調査」事務局
(Jp cons h

古屋智子、大瀬千紗上卦東海林 フコ气:、

〒100-6921
東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング21階

WC.com、 03-6212-7479 (平日 10時~17時))



平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

「医療機関における被虐待児の実態に関する調査」記入要領

》 本調査は、入院時から退院後まで、一貫して「子どもの最善の利益」に資する支援ができるような、医療機関

と児童相談所のより良い連携体制の構築のために活用される基礎資料を提供することを目的としています。

》本調査は、調査主体であるPWCコンサルティング合同会社が、厚生労働省子ども家庭局の補助を受け、医療

機関を対象として、医療機関における被虐待児に関する実態についてうかがうものです。

》回答いただいた結果は、弊社において集計・分析を行い、報告書としてとりまとめを行います。ご回答いただ

いた調査票は統計分析にのみ使用し、ご回答者の許可なく病院等が特定される情報や、個人のお名前が公開さ
ることはありま、せノV。

,1至亟と囲がありますので、両方へのビ記入をお願いいたします。匝回のうち、「,.社会的入院の事伽
はし、須回答で、「Ⅱ.入院事例のうち未通告の事例」「Ⅲ.児童相談所との連携不良の事例」は任意回答とな

<本調査の目的>

りま司、。

回答に要する時間は、 20

弊社から問い合わせることがございますため、

回答をいただいた後、同封の返信用封筒に封入
は不要でt)。

<ご回答にあたってのお願い事項>

記入要領

PWCコンサルティング合同会社公共事業部「医療機関における被虐待児の実態に関する調査」事務局
担当:大瀬、東海林、古屋、清水

+10

<調査実施主体・調査票返送先・調査内容に関するお問い合わせ先>

【住所】〒100・6921東京都千代田区丸の内 2・6-1丸の内パークビルディング
【電 Z訂 03・6212・7479 (平日午前 10時~午後 5H剖

【 F AX】 03・6250・7475

【メーノレ】 JP_cons_hp@PWC.com

X Uケースです。

査西は

封減の上、

1

【提出期限

写しお手一に残してください。
31 2月5日

、

までに投函ください(切手

31 2月5日,までに提出をお願いいたします】

1

》
》
》



<歴亟Ⅲ問3(2)、歴匝Ⅲ問4(D、匝1問lj・k、匝Π問hを回答するにあたっての注意事項>
<図1>

平成 29n2/1
毛亭'

平成30nn
司亨

..入院口数の数え方 4垂到Ⅲ問3(2)、匝1問 lj・k、匝Π問2")

鴫・

12/15

C さん

B さん

12n

入院日数は、次の 4つのノレーノレに基づいて数えてください。

しレール 1】平成30年1月1日から平成30年12月31日までの間での入院日数を数えてください。
レレール2】平成30年1月1日から平成30年12月31日までに入退院を繰り返している場合は、直釜丘四,入院につ

入院

Aさん
ξ^ーー^ーー→一ー

2n

いて日数を数えてください。

しレール3】平成29年12月31日以前に入完していた場合は、平成29年12月31日以前の期間も貧竺、入院日か

ーーー,.
ν31

入院

しレールU 平成31年1月1日以降に退院した場合や、現在も入院している場合は、平成31年1月1日以降の日

<図 1>の例では、 A さノV、 B さノV、 C さノ叺 D さノνの入院日数はそれぞれ以下のように数えま司、。
A さノ山平成 30年2月1日~30年12月15日に入院、うち 30年9月1日~30年12月15日が社会的入院
→入院・社会的入院ともに全日数を計上tる

入院日数=318日/社会的入院日数=78日
B さノ山平成 29年12月15日~30年7月31日で入院、うち 30年5月1日~30年7月31日が社会的入院

→入院・社会的入院ともに全日数を計上する

入院日数=200日/社会的入院日数=92日
C さノ山平成29年12月1日~30年1月31日で入院、社会的入院せずに退院

→入院日数を全日数計上し、社会的入院は0日

入院日数=62日/社会的入院日数=0日
D さノV :平成 30年8月1日~31年1月15日で入院、うち 31年1月5日~31年1月15日が社会的入院
→入院は平成30年12月31日までの日数で打ち切り、社会的入院は0日

入院日数=152日/社会的入院日数=0日

2.入院人数の数え方 4至1亟到問4(1))
入院人数は、次の2つのルールに基づいて数え上げてください。

しレール 1】平成30年1月1日から平成30年12月31日までに入院実績がある子どもの人数を数えてください。
しレール2】平成30年1月1日から平成30年12月31日までに入退院を繰り返している場合は、直釡星四.入院事例

のみ数えてください。

ら退院日までの日数を数えてください。

.高一'ーーーーーーーー

フ/:H 弓社会的入院5n

入院

数は貪地,!、入院ヨから平成30年12月31口までの日数を数えてください。

ーー千=;;;^^エ==戯
社会的入院"n

D さん 1/15

8n

平成 30n2/31
^

、ー、ーーー1-^ーヤ革;;;芋
π社会的入院

12/15

回答日
叉琴ず

ν5

<図 1>の例では、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの問における入院人数と社会的入院人数は次
の通りです。

A さノV:平成30年1月1日から平成30年12月31日の間に入退院し、社会的入院も同期間中にしている
B さノV:平成30年1月1日時点で入院しており、かつ平成30年12月31日以前に退院している。かつ、社会的入
院の期間が平成30年1月1日から平成30年12月31日の間に含まれる

C さノV:平成30年1月1日時点で入院しており、かつ平成30年12月肌日以前に退院している。ただし、社会的
入院はしていない

D さノν:平成30年1月1日以降に入院し、平成30年12月31日時点で入院力泳佳続している。一方、社会的入院
の期間が平成30年1月1日から平成30年12月31日の間に含まれない

(A、 B、 C、 D さノV)→入院人数

(A、 B さノV)社会的入院人数

2

絵



平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

「医療機関における被虐待児の実態に関する調査」調査票

問 1. 全体票問 3 (2)にて、「4.15日以上」~「9.1年以上」の回答が 1つでも「1人」以上となっている方にお

伺いします。社会的入院の日数が15日以上の事例について、可能な限りすべての事例についてご回答くださ
い。"は「西回答紙に入してください。

a.

江

b.

^

児の年齢(1つだけ選択)

児の入院に至った理由

(1つだけ選択)

1一ず

C. 虐待類型(複数選択可)

※回答の際には、回答用紙の

当てはまる「数字」もしくは

「数字+アルファベット」を

選択してください

孝

1.0 歳

d.

'

1.主に児の医学的理由※社会的理由は軽微であり、医学的病態に入院適応があり入院加療とした事例

加害者の「代理によるミュン

ヒハウゼン症候群」の有無

(1つだけ選択)

2.主に社会的理由

e.

2.1歳~2歳未満

3.両方がその理由

保護者の養育力不足の疑いの

有無(1つだけ選択)

f.

身体的虐待

e.で 1を選択した場合、養

育不全が疑われる状況を把握

した時点(1つだけ選択)

性的虐待

斑

心理的虐待

※医学的には入院を要すろ状態でけなかりたが、社会的問題が大きく入院対応を要した事例

晉.

Ia

多発皮膚損傷

3.2歳~6歳未満

ネグレクト

※医学的に入院適応があり、社会的問題も大きいと判断された事例

個票
設問

通告等の状況(複数選択可)
※受理されたかどうかにかかわ

らず、貴院として通告したかど

つ力、

2.性的虐待

h.

1

3.心理的虐待

有

牙.で 1を選択した場合、そ
の理由(複数選択可)

4a.医療ネグレクト以外

1

Ib.虐待による

頭部外傷

有

4.6歳~12歳未満

1 入院に至るエピソード前から懸念されていた

2 入院に至るエピソードを契機に虐待が疑われた

3.入院後に虐待の発生が疑われた(入院生活中に虐待を受けた)

IC.骨'わ〒

1 未通告

5.12歳以上

1.

Id.熱傷

4b.医療ネグレクト

虐待/ネグレクトとして、軽症と考えられたため

2. 虐待/ネグレクトだとの確信が持てなかったため

3.

2 霊モ

医療機関の対応のみで状況の改善が見込まれたため

4

',、、

2.児童相談所通告

2

児童相談所の介入による効果が見込めなかったため

Ie.その他

5. 市区町村の介入による効果が見込めなかったため

6. 介入ではなく市区町村による支援が適切だと考えられたため

フ. 通告による養育者との関係性の悪化が懸念されたため

8. 過去に児童相談所とのやり取りでトラブルがあったため

9,

3.市区町村通告

過去に市区町村とのやり取りでトラブルがあったため

警察に通報したため10.

11 その他(具体的に)

4.警察通報

1

二
一

;
ゞ

無



1. g.で2 を選択した場合、児童
相談所に通告が受理されたか

どうか(1つだけ選択)

J. 入院日数(1つだけ選択)
※数え方は、記入要領参照

k. 入院日数のうち、社会的入院

北の日数(1つだけ選択)

※数え方は、記入要領参照

1. 現在の入院状態

(1つだけ選択)

In. 社会的入院に至った理由

住つだけ選択)

1 受理された

1 15日以上 1か月未満

4 3か月以上Gか月未満

1 15日以上 1か月未満

4 3か月以上6か月未満

1 退院済み

1.医療的ケア児(生存のため、日常的に医療的機器を用いたケアを要する児)の状況で、子ど
もの状態的に重症心身障害児施設に入所ができなかったため

2

2.医療的ケア児の状況で、重症心身障害児施設の空きがなかったため

1か月以上2か月未満

3'医療的配慮児(通常の家庭であれば、実施して家庭で養育が可能な範囲の投薬や注射、アレ
ルギーへの配慮を要する児)の状況で、子どもの状態的に社会的養護先で入所等ができなか
クたため

5 6か月以上1年未満

n.

2

2

受理されなかった

4.医療的配慮児の状況で、社会的養護先の空きがなかったため

1か月以上2か月未満

長期の社会的入院に至った理

由に対し、医療機関但IW児忍識

(1つだけ選択)

r

5.医療的ケアと医療的配慮のいずれも必要ないが、養育的配慮が必要な児(行動障害など)の
状況で、子どもの状態的に社会的養護先で入所等ができなかったため

6か月以上1年未満

6.医療的ケアと医療的配慮のいずれも必要ないが、養育的配慮が必要な児(行動障害など)の
状況で、社会的養護先の空きがなかったため

フ.子どもは医療的ケア、医療的配慮、養育的配慮のどれも必要としていないが、空きがないた

めに社会的養護先に入所等寸ることができなかったため

3 2か月以上3か月未満

8.社会的養護とするか否か、児童相談所と養育者との折り合いがつかないため

6

2

1年以上

現在も入院中

9.その他(具体的に)

3 2か月以上3か月未満

1.医療機関側の対応の問題で長期に至った

6 1年以上

2.行政側の対応の問題で長期に至りたが、行政からの説明に納得している

3.行政側の対応の問題で長期に至り、行政からの説明に納得いかない部分があるが、やむを得
ないと認識している

4.行政側の対応の問題で長期に至ったが、行政からの説明に納得していない

2



問 2. 全体票問4 (1)の「ニ.通告しなかった」のいずれかに「1人」以上を回答した方にお伺いします。通告をし
なかった事例について、事例ごとに次の設問にご回答ください。回答は「個票回答用紙」に記入してくださ
し、

0.

P.

児の年齢住つだけ選択)

児の入院に至った理由

(1つだけ選択)

q. 虐待類型(複数選択可)

※回答の際には、回答用紙

の当てはまる「数字」もし

くは「数字+アノレファベッ

ト」を選択してください

{ー

r.

1.0 歳

入院日数(1つだけ選択)
※数え方は、記入要領参照

1.主に児の医学的理由※社会的埋由は軽微であり、 医学的病態に入院適応が●り入院加療とした事例

ゞ

2.主に社会的理由

S.

2.1歳~2歳未満

未通告の理由(複数選択

可)

3.両方がその理由

身体的虐待

性的虐待

f

心理的虐待

※医学的には入院を要tる状態でけなかりたが、社会的問題が大きく入院刻応を要した事例

ネグレクト

Ia

多発皮膚損傷

3.2歳~6歳未満

※医学的に入院適応が島り、社会的問題も大きいと判断された小例

1.15日以上 1か月未満

2.性的虐待

4

3.心理的虐待

3か月以上6か月未満

1

4a.医療ネグレクト以外

Ib.虐待による

頭部外傷

2.

虐待ノネグレクトとして、軽症と考えられたため

3

虐待ノネグレクトだとの確信が持てなかったため

4.6歳~12歳未満

t.

4.

医療機関の対応のみで状況の改善が見込まれたため

未通告に至った経緯の補足

5

児童相談所の介入による効果が見込めなかクたため

6.

市区町村の介入による効果が見込めなかクたため

IC.骨折

2

フ.

介入ではなく市区町村による支援が適切だと考えられたため

1か月以上2か月未満

5

8.

通告による養育者との関係性の悪化が懸念されたため

6か月以上1年未満

5.12歳以上

9

過去に児童相談所とのやり取りでトラブルがあったため

4b.医療ネグレクト

Id.熱傷

10

過去に市区町村とのやり取りでトラブノレがあったため

その他(具体的に)11.

警察に通報したため

Ie,そσX也

3.2か月以上 3か月未満

6.1年以上

(記述回答)

3

"
距

,
゛



問 3. 被虐待児および被虐待のおそれがある子どもの対応において、児童相談所との連携がうまくいかなったビ経
験されたことがある方にお伺いします。児童相談所との連携不良の事例について、事例ごとに次の設問にご
回答ください。回答は「個票回答用紙」に記入してください。

U.

V.

児の年齢(1つだけ選択)

虐待類型(複数選択可)

※回答の際には、回答用紙

の当てはまる「数字」もし

くは「数字+アノレファベッ

ト」を選択してください

託

^. 通告等状況(複数選択可)
※受理されたかどうかに力功、わ

らず、貴院として通告Lたかど

うかをお答えください

゛

X.

1.0 歳

児童相談所との連携不良を

感じた際の状況(複数選択

可)

身体的虐待

f

性的虐待

2.1歳~2歳未満

心理的虐待

羣

Ia

多発皮膚損傷

ネグレクト

ず

2.性的虐待

1.未通告

3.心理的虐待

y.

3.2歳~G歳未満

1

Ib.虐待による

頭部外傷

4a.医療ネグレクト以外

エ.で選択した状況につい

て、具体的な状況

子どもの安全に大きな懸念が生じた(医療機関の認識と異なり、児童相談所が事例のりス
クを低くトリアージした等)

2 不要な親子分雌が生じた(医療機関の認識と異なり、児童相談所が事例のりスクを過剰に
高くトリアージした等)

3.連携するうえでのコミュニケーションが円滑に取れなかった(訪問や電話等による)

4

2.児童相談所通告

4.6歳~12歳未満

児童相談所以外の関係機関に連携するかどうか(警察に通報すべきか等)について、医療
機関と児童相談所との間で見解の不一致が発生した

IC.骨'1ナ〒

5.児童相談所の職責と考えている対応を、医療機関が行うように迫られた

6 その他

Id.熱傷

4b.医療ネグレクト

5.12歳以上

3,市区町村通告

Ie.その他

4.警察通報

(記述回答)

4

ー
,

盟



平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

「医療機関における被虐待児の実態に関する調査」調査票

下記の設問に従い、回答してください。回答の記入は太枠内にお願いいたします。

<貴院の基礎情報>

A 都道府県

B 勤務人数(数値記入)

C
貴院の標袴する

診療科(複数選択可)

D 患者相談部門の有無(1つ選択)

問 1.貴院にお1,ナる「被虐待児および被虐待児と疑われる子ども」の対応にかかる、受入体佑Ⅲこっいて伺います。

(1)貴院は現在、

常勤小児科医

1.小児科

5.整形外科

(2)貴院の

1 設置している

に子E をむ

1,小児科

に子どもをむ待、炭

j

2.救命救急科

と三

問2

( 1)

人

ーー,

6.外科

1.有

(2)をご回答ください

医療ソーシャノレワーカー

貴院を受診した

2.救命救急才斗

全体票

六

ここからは、平成30年1月~平成30年12月末までの実態にっいてお答えください。

貴院を受診した子どもに虐待を受けた疑いがあると判断するために、病院が運用しているマニュアル・ガイド
ライン等がありますか。〔1つ選択〕

3.総合診療科

※を設置していますか。

(2)平成30年1月~平成30年12月末に貴院で
人ですか。〔枠内に数値を記入〕

について、主管の診療科を教えて下さい。

フ.精神科

3.総合診療科

1.有

都・道

府・県

f

,

およぴそのいがある子どについて伺います。

2

ダ

設置していない→問2へお進みください

4.脳外科

〔1つ選択〕※委員会・係・班・チームを含む

4.その他(

(3)平成30年4月~平成30年12月末に貴院で入院管理を行った被虐待児のうち、平成30年度に新設された入

退院支援加算条件の「エ.家族または同居者から虐待を受けているまたはその疑いがあること」を要件とした
加算実績の割合を以下よりお選びください。〔1つ選択〕また、その理由もお答えください〔記述回答〕

^

2

8.産婦人科

2.無

人

人 ※被虐待児およびその疑いがあるとする子どもは、貴院の判断基準でご判断ください。
※院内虐待対応組織がなく把握が困難な場合、把握しえた範囲内でお答えください。
※平成30年に新規に対応した事例をお答えください(以前から関わりがあクた場合でも平成30
年に新たに虐待が疑われる事実が発生/判明した場合、新規対応事例に含めてください)

f

1.

上記となった理由

(記述回答)

〔1つ選択〕

窒

0%

待1 およぴそのいがあって、武した子どの実患者数は何

5.ケースにより違う

1~24% 3 25%~49%

1

4 50%~74%

0

5 75%以上

遷'

無

2

二三



(4)平成30年1月~平成30年12月末に、被虐待児およびその疑いがある子どもに関わった院外機関と貴院の関
わりの頻度にっいて、以下より当てはまる選択肢をご回答ください。〔A~Gにつき、 1~6のあてはまる番号

を 1つ選択〕

院外機関

A

B

児童相談所

保健センター・保健所

C

D

市区町村の家庭児童相談室

E

警察

F

保育所ノ幼稚園等・学校

G

貴院以外の医療機関

全くない

その他(

問 3.貴院を受診した

1

1年に 1、 2

回

1

入院、社会的入院および一時保護委託について伺います。

1

(1)問 2 (2)で回答した

1

2

で下記の人数はそれぞれ何人ですか。〔枠内に数値を記入〕

1:入院、②:①のうち、社会的入院、③:一時保護委託

②a:②のうち、医療的ケアが必要、②b:医療的配慮が必要、②C:医療的ケアも医療的配慮も不要

j

数力月に1回

1

2

1

2

1

待1 およぴそのいがある子どのうち、被虐待児および被虐待児と疑われる子どもの

2

3

2

月に1回

3

①入院(一時保護委託を含む)

2

3

2

待1 およぴそのいがある子どのうち、

3

4

3

月に2、3回

4

・社会的入院

3

疹

③①のうち一時保護委託

4

②社会的入院

3

4

医療的ケア:「生きていくため

5

4

医療的配慮

週に1回以上

「入院治療が必要でなし

5

一時保護委託:「児童相談所から委託されて子ぞもを受け入れている態

4

(例:医学的な理由が乏しいが保護者の養育力不足のため入院、虐待の'遺症があるが受け入れ先がないため入

5

4

(2)問3 (1)②社会的入院について、社会的入院日数ごとの内訳はそれぞれ何人ですか。

f

5

虐待か否かの児童相談所の判断および今後の方向性の判断に時間を要したため入院等)」

6

「通常の庭であれぼ

5

6

晋響=

5

人

6

1

5

6

態にもかかわらず、入

1日以上4日未満

2

日常的な医療的機器を用いて行われるケア(経管養、たんの吸引、人工呼吸器の管理等)

※②"+②b十②C=②となるように記入ください。

4日以上8日未満

6

3

人

30

②a医療的ケア

が必要

8日以上 15日未満

4

6

15日以上 1か月未満

庭で実施が可能な

5

'ーー》

1月~

人

6

1か月以上2か月未満

社会的入院のうち、「4.15日以上」~「9.1年以上」の回答が 1つでも「1人」以上となっている

方は、西の「1社会的入の事伊」にもご回答ください。

している

②b医療的配慮

が彪、要

30

人

12月

の配慮(薬や注射アレルギー等への配慮)

態ただし、医療的ケアが必要なものはむ

の

②C 医療的ケアも医

療的配慮も不要

人

人

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

人

6

人

2か月以上3か月未満

7

人

3か月以上6か月未満

8

人

6か月以上1年未満

9

合計

1年以上

人

2

〔枠内に数値を記入〕

人

人

人

U人人

三
一4三



問4
t,ニ、
仁コ、

( 1)

1 およぴそのいがある子どもに関する平成 30年1月~平成 30年12月末までの児童相談所への通
市区町ホウ＼の通告について伺います。

おけるイ.総数、ロ.児童相談所への通告、ハ.市区町村への通告、ニ.通告しなかった、Z.市区町村に支援依頼な
どの連絡をした子どもは、それぞれ何人ですか。〔枠内に数値を記入〕

沙て^」一ι>ノ＼※二については、イー(ロ+ハ)を計算してください。

待1 およびそのいがある子どもに関する平成30年1月~平成30年12月末までの入院、社会的入院に

1.入院

イ.総数

2.社会的

入院

^

人

※問 3 (1)①の回答

を転記

(D の「ニ.通告しなかった」の rl.'入院」「2.社会的入院」のいずれかに「1人」以上を回答した方に伺います

ロ.児童相談所

に通告した

人

※問 3 (1)②の回答

を転記

(2)どの機関にも通告しなかった理由は何でtか。以下より当てはまる選択肢をご回答ください。
き、 1~6のあてはまる番号を 1つ選択〕

f

ハ.市区町村{

通告した

理由

^

A 虐待ノネグレクトとして、軽症と考えられたため

B 虐待/ネグレクトだとの確信が持てなかったため

C 医療機関の対応のみで状況の改善が見込まれたため

D

ニ,通告しなかった
※イー(ロ+ハ),を計算
してください

人

児童相談所の介入による効果が見込めなかったため

E

人

市区町村の介入による効果が見込めなかったため

F
介入ではなく市区町村による支援が最適だと考えられ

たため

G

人

通告による養育者との関係性の悪化が懸念されたため

H
過去に児童相談所とのやり取りでトラブルがあったた

め

Z.市区町村に支援

依頼などの連絡を

した

人

過去に市区町村とのやり取りでトラブルがあったため

J 警察に通報したため

K

全くない

人

その他(

(1)の「ニ.通告しなかった」の「1.入院」「2.社会的入院」のい司'れかに「1人」以上を回答した方は、

1

ほとノνど

ない

票の「Ⅱ入事」の'ち通告の事」についても、代表的な事例で構いませノVのでご回答にご協力をお願
いいたします信己入は任意でt)

人

あまりな

し、

1

2

人

3

2

しばしぱ

ある

1

〔A~Kにつ

3

2

1

4

3

2

よくある

1

4

3

2

1

5

0

とてもよ

くある

4

3

2

1

5

4

3

2

1

6

r

4

3

2

1

6

5

4

3

2

6

5

4

3

2

6

5

3

4

3

6

5

4

3

6

5

4

6

5

4

6

5

6

5

6

G

ー
ー

ー
ー
人

ー
ー

2



(1)のハ.のいずれかに「1人」以上を回答した方に粘伺いします。

(3) (1)で、児童相談所には通告しなかったが、市区町村に通告した子どもについて、児童相談所には通告しな
かった理由は何ですか。以下より当てはまる選択肢をご回答ください。〔A~Fにつき、 1~6のあてはまる

番号を1つ選択〕

理由

A

市区町村が既に把握している事例(例えば、要保護児童

対策地域協議会で把握されている/市区町村による見守

りが実施されているなど)だったため

B
児童相談所への通告による養育者との関係性の悪化が懸

念されたため

C
市区町村への通告が、児童相談所への通告とみなされる

ため

D 児童相談所への介入による効果が見込めなかったため

E 過去に児童相談所とのやり取りでトラブルがあったため

F
その他

全体の設問は以上となりますが、

ご回答にご協力をお願いいたします(記入は任意です)

券

全くない

問5 本調査では、ご回答いただいた内容の詳細を伺うため、ヒアリング調査も実施したいと考えておりまt。つき

ましては、業務ご多忙のところまことに恐れ入りますが、ヒアリング調査にもご協力いただけますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。〔あてはまる番号を 1つ選択〕

ほとノνど

ない

1

1

あまりな

し、

2

1

1

2

しばしば

才コる

2

※ヒアリ

くヒアリ

3

1

票の「Ⅲ1 童談との

3

2

1

協力できる

3

ング調査の所要時間は1時間程度で司、。また、実施時期は平成31年1月下旬~2月下旬の予定です。

ングにご協力いただける場合には、下記に記入をお願いいたします>

よくある

貴院

2

4

詳細を聞いてから協力の可否を判断する

1

記入者名

3

2

協力できない

4

とてもよ

くある

調査票に関する

問い合わせご担当者

5

3

2

4

3

調査票に関する

問い合わせ電話

0

5

4

G

'

3

調査票に関する

問い合わせメーノレアドレス

不良の事」についても

r

4

6

5

4

調査は以上です。お忙しいところご協力いただき、誠にありがとうございました。

返送の際は、匪至亟と匝を同封のうえ、返信用封筒にて返送ください。(切手は不要です)

6

5

部署

G

r

フりガナ

氏名

G

6

調査票に関する

問い合わせFAX

役職

@

4



別紙の個六(設問)に従い、下記に回答してくださし

平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

「医療機関における被虐待児の実態に関する調査」調査票

個票1

a 年櫛

ケース①

C

露

虐待類型

^

d 代理によるミュン

ヒハウゼン症候群

音. 通告状況

1

h

Ia

未通告理由

2

2

Ib

1.

3

児相の受理状況

IC

入院日数

3

1

4

回答の記入は太枠内にお願いします

斑
^■

'.,

現在の状況

Id

1

11

4a

m.社会的入院理由

5

2

その他の場合

Ie

b

9

2

4b

2

その他の場合Ie

n.

3

入院理由

医療機関の認識

1

1

3

e.保護者の

養育力不足

4

個票1

2

1

9.その他の場合

a

1

1

4

年齢

3

ケース②

2

C

個票
回答用紙

虐待類型

4

2

d.

1

3

-f

1

2

代理によるミュン

ヒハウゼン症候群

5

留. 通告状況

2

6

2

2

3

6

h

f.把握時点

Ia

未通告理由

k.社会的入院日数

2

7

2

3

Ib

1.

4

3

児相の受理状況

8

IC

入院日数

3

1.現在の状況

1

1

1

4

4

5

Id

1

11

4a

9

5

m.社会的入院理由

2

2

その他の場合

Ie

1

b

2

4b

G

2

その他の場合Ie

10

n

3

入院理由

3

2

医療機関の認識

1

1

3

e.保護者の

養育力不足

3

4

11

2

1

9.その他の場合

1

4

1

4

3

2

5

8

4

2

1

5

3

6

1

2

5

9

2

6

2

2

3

G

f.把握時点

k.社会的入院日数

7

3

4

8

1

4

5

9

2

1

1

6

10

3

2 3

11

7

4 5

8

6

7

5

子
f



個票1

a 年齢

ケース③

C. 虐待類型

d. 代理によるミュン

ヒハウゼン症候群

g 通告状況

1

h_未通告理由

Ia

2

2

Ib

1,

3

児相の受理状況

].

IC

3

入院日数

1

1

4

現在の状況

Id

1

11

4a

r

m.社会的入院理由

2

その他の場合

Ie

b.入院理由

4b

2

2

その他の場合Ie

3

n 医療機関の認識

1

1

3

e.保護者の

養育力不足

4

個票1 ケース④

2

1

a.

9.その他の場合

1

1

4

年齢

3

2

C 虐待類型

4

d.

2

3

5

1

1

代理によるミュン

ヒハウゼン症候群

g

r

通告状況

2

6

2

2

3

1

6

h

f.把握時点

Ia

未通告理由

7

k.社会的入院日数

2

Ib

3

1

4

3

児相の受理状況

].

8

IC

3

入院日数

1

1

1

4

4

現在の状況

5

Id

1

11

4a

9

5

m.社会的入院理由

2

2

その他の場合

Ie

1

b

4b

2

6

2

その他の場合Ie

10

入院理由

3

3

n

2

医療機関の認識

1

1

3

e.保護者の

養育力不足

3

4

11

7

2

※4ケース以上ある場合は、お手数ですが回答用紙をコピーの上、ご回答をいただけますと幸いです

1

9.その他の場合

4

1

1

4

3

2

5

8

4

2

3

5

1

1

6

2

r

9

2

6

2

2

3

6

f.把握時点

7

k.社会的入院日数

3

4

8

1

4

r

9

2

1

G

10

3

2 3

11

7

2

4 r

8

6

9

2

り
一



個票Ⅱケース①

0 年齢

虐待類型q、

r. 入院日数

S

1、ー

1

未通告理由

Ia Ib

t.

2

2

f

未通告に至った

経緯の補足

IC

1

3

個票Ⅱケース②

Id

3

1

闇謡

4a

その他の場合11

2

Ie

0

Ie.その他の場合

年齢

4b

f

4

2

3

q. 虐待類型

r

4

3

r

謹

入院日数

P.

5

斑

入院理由

4

S

1

Ia

未通告理由

6

Ib

t

5

2

2

未通告に至った

経緯の補足

IC

1

1

3

6

Id

個票Ⅱケース③

3

1

4a

その他の場合11

2

Ie

0. 年齢

その他の場合Ie

7

4b

2

4

2

3

q 虐待類型

8

5

4

3

r'

3

入院日数

P

9

5

入院理由

4

S

1

Ia

未通告理由

10

6

Ib

t.

r

2

2

未通告に至クた

経緯の補足

IC

1

11

1

3

6

Id

※3ケース以上ある場合は、お手数ですが回答用紙をコピーの上、ご回答をいただけますと幸いです

3

3

1

4a

その他の場合11

2

Ie
その他の場合Ie

7

4b

2

4

2

3

8

5

4

3

3

P

9

5

入院理由

4

10

6

r

11

1

6 7

2

8

3

9 10 11

云
f
゛

"
=

,
゛



個票Ⅲケース①

U、 年齢

V. 虐待類型

雛

W 通告等状況

1

X

Ia

連携不良状況

2

尹却

y

Ib

X.で選択した

状況について

具体的な状況

2

3

f

IC

4

1

3

個票Ⅲケース②

Id

5

1

2

4a

U.

Ie

年齢

2

Ie.その他の場合

f

3

4b

V

3

虐待類型

4

4

^

轟

通告等状況

r

1

X、

斑

Ia

G

連携不良状況

2

y

6.その他の場合

Ib

X.で選択した

状況について

具体的な状況

2

3

IC

4

1

3

個票Ⅲケース③

Id

5

1

2

4a

U

Ie

2

年齢

Ie.その他の場合

3

4b

V

3

虐待類型

4

4

訊!

5

通告等状況

1

X

Ia

6

連携不良状況

2

y

6.その他の場合

Ib

X.で選択した

状況について

具体的な状況

3

IC

4

1

3

※3ケース以上ある場合は、お手数ですが回答用紙をコピーの上、ご回答をいただけますと幸いです

Id

r

1

2

4a

Ie

2

Ie.その他の場合

3

4b

3

4

4 r 6
6.その他の場合

4

〒云
f
戸

器

2


